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解説資料等改訂のポイント



ポイント１ 避難確保計画作成上の留意点の整理
手引き（P13）

ポイント１ 避難確保計画作成上の留意点の整理
手引き（P13）

 施設での検討を進める際に留意すべき施設グループの特徴を明記。
グループ 施設例 キーワード

集
客
施
設

A 交通関係施設 ロープウェイの停留所、鉄道
駅、バスターミナル

■乗客の救助（降⾞）
■職員あたりで担う利⽤者等の対応⼈数が多い
■⽇中の利⽤者等の増減が顕著（ダイヤに依存）

B 宿泊施設 ホテル、旅館、⼭⼩屋 等
■避難を確保すべき利⽤者等を予め特定可能
■夜間時も含め防災体制を確保（宿泊客への対応）

C
利⽤者が主に野外
で活動することが
想定される施設

キャンプ場、スキー場、植物
園、動物園 等

■敷地⾯積が広⼤
■利⽤者等が散在、また不規則に敷地内を回遊

D
その他
利⽤者が⽐較的短
時間滞在する施設

観光案内所、休憩施設、飲⾷
店、物品販売業を営む店舗
（⼟産屋等） 等

■利⽤者等の来訪が特定の時間帯に集中しやすい
■利⽤者等の多数が⽴寄りをはじめ短時間の滞在

要
配
慮
者
利
⽤
施
設

E 医療機関 病院、診療所 等
■⼊院患者と外来者等で配慮すべき点が異なる
■⼊院患者の退避等に要する労⼒、準備・調整が甚
⼤

F 医療機関以外の要
配慮者利⽤施設

保育園、幼稚園、⼩学校、中
学校、⽼⼈福祉施設、障害者
⽀援施設

■避難に際して家族等との協⼒が不可⽋
■独⼒での避難が困難（付添いや介助等を伴う）
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ポイント１ 避難確保計画作成上の留意点の整理
手引き（P29,33,34,40,41,47,56,57,67,68,74,79,80）

ポイント１ 避難確保計画作成上の留意点の整理
手引き（P29,33,34,40,41,47,56,57,67,68,74,79,80）

避難確保計画作成上の留意点の⼀覧（１／８）

参考

施設グループごとの留意事項
施設分類※

A B C D E F

⽇中と夜間で利⽤者等の⼈数が⼤きく異なると考えられるため、それぞれの時間につ
いて想定しておくことが必要。 ○ ○ ○

３ 避難確保計画の対象とすべき⼈数及び範囲

≪解説≫
・利⽤者等の⼈数の想定は、最盛期の、最も込み合うタイミングを設定し、その時点の⼈数を想定しておくこと
が重要である。
・施設利⽤者数上は最盛期でなくとも、従業員数が少ないなど防災体制上の最も脆弱な時期についても可能な限
り想定しておく。

※凡例 A︓交通関係施設、B︓宿泊施設、C︓利⽤者が主に屋外で活動することが想定される施設
D︓その他、利⽤者が⽐較的短時間滞在する施設、E︓医療機関、F︓医療機関以外の要配慮者利⽤施設 2

※下線部︓今回追記箇所



ポイント１ 避難確保計画作成上の留意点の整理
手引き（P29,33,34,40,41,47,56,57,67,68,74,79,80）

ポイント１ 避難確保計画作成上の留意点の整理
手引き（P29,33,34,40,41,47,56,57,67,68,74,79,80）

避難確保計画作成上の留意点の⼀覧（２／８）

参考

施設グループごとの留意事項
施設分類※

A B C D E F

宿泊者や⼊院者がいる施設等、⽇中と夜間で勤務体制が異なる施設では、特に夜間は、
従業員が少なくなること等にも留意し、それぞれの時間帯ごとの体制を定めておく。 ○ ○ ○

４ 防災体制

≪解説≫
・従業員が少⼈数の場合は、「情報担当者」「避難誘導者」を定める等、班を編成しないことも可能である。また、
役割を兼務して対応することも考えられる。
・従業員が多い施設の場合には、「情報班」「避難誘導班」以外に、施設や避難確保をすべき利⽤者等の特性に応
じて、「救護班」、「記録班」などの班を設定することも考えられる。
・⼤規模施設においては、災害対応体制の時に避難誘導が必要となる施設利⽤者等を減らすため、 情報伝達体制
の段階から施設利⽤者等に今後の対応を周知する。

※凡例 A︓交通関係施設、B︓宿泊施設、C︓利⽤者が主に屋外で活動することが想定される施設
D︓その他、利⽤者が⽐較的短時間滞在する施設、E︓医療機関、F︓医療機関以外の要配慮者利⽤施設 3

※下線部︓今回追記箇所



ポイント１ 避難確保計画作成上の留意点の整理
手引き（P29,33,34,40,41,47,56,57,67,68,74,79,80）

ポイント１ 避難確保計画作成上の留意点の整理
手引き（P29,33,34,40,41,47,56,57,67,68,74,79,80）

避難確保計画作成上の留意点の⼀覧（３／８）

参考

施設グループごとの留意事項
施設分類※

A B C D E F
交通関係施設は、噴⽕警戒レベルが引き上げられた際に、施設の位置が⽴⼊規制の範囲外で避
難を必要としない場合であっても、⽴⼊規制範囲内からの避難者の輸送を⾏わなければならな
いことが想定されるため、情報収集・伝達だけでなく、避難者の輸送について、市町村等と協
議し、定めておくことが必要。

○

要配慮者利⽤施設では、利⽤者等の避難誘導に時間がかかることが想定される。そのため、こ
の段階においても、避難が発⽣することを想定し、避難の準備を⾏うものとする。また、市町
村等と協議し、必要に応じ、事前避難を実施する。
要配慮者利⽤施設は、利⽤者等を規制範囲外等に避難誘導するだけでなく、利⽤者に配慮した
避難先や病院等を、市町村や⽕⼭防災協議会を通じてあらかじめ定めておくことも必要。

○ ○

観光案内所、休憩施設は、施設を閉鎖した後にも、登⼭者・観光客が断続的に⽴ち寄る可能性
がある。このため施設閉鎖の際に情報伝達や避難誘導に⽤いた掲⽰物等は、閉鎖後に⽴ち寄っ
た登⼭者・観光客にも⽬に留まるように保持しておくことが望ましい。

○

要配慮者利⽤施設では、⼊居者や施設の⼀時利⽤など、施設利⽤者等の特性によって施設から
の避難⽅法等の防災対応が異なるため、それぞれの対象者に応じて適切な伝達⼿段、内容を検
討する。

○

５ 情報伝達及び避難誘導
５．１ 噴⽕警戒レベルの引上げ等があっても⽴⼊規制の範囲外で避難を必要としない場合、
⼜は⽕⼭の状況に関する解説情報（臨時）等が発表された場合

※凡例 A︓交通関係施設、B︓宿泊施設、C︓利⽤者が主に屋外で活動することが想定される施設
D︓その他、利⽤者が⽐較的短時間滞在する施設、E︓医療機関、F︓医療機関以外の要配慮者利⽤施設

≪解説≫
・⼤規模集客施設では、今後の噴⽕警戒レベルの引上げ等によって通常業務と防災対応業務を両⽴させることが難しい場合に
は、利⽤者等に対してできる限り来場を控えるよう呼びかけることも重要である。この際、必要に応じて⾏政とも連携する。

4※下線部︓今回追記箇所



ポイント１ 避難確保計画作成上の留意点の整理
手引き（P29,33,34,40,41,47,56,57,67,68,74,79,80）

ポイント１ 避難確保計画作成上の留意点の整理
手引き（P29,33,34,40,41,47,56,57,67,68,74,79,80）

避難確保計画作成上の留意点の⼀覧（４／８）

参考

施設グループごとの留意事項
施設分類※

A B C D E F
宿泊者や⼊院者がいる施設等では、⽇中と夜間で利⽤者等の⼈数や防災体制が異なる
ため、それぞれの時間帯の避難誘導⽅法についてあらかじめ定めておく。
また、宿泊者名簿や⼊院者名簿等がある場合、積極的に活⽤し、利⽤者等の状況把握
に努める。

○ ○ ○

利⽤者が主に屋外で活動する施設については、情報班が放送設備等により、広範囲に、
くまなく呼びかける。
施設をブロック分けし、迅速に退避者状況を把握ができるよう、ブロック毎に避難誘
導班の担当を決めておくことが必要。
避難誘導班は、担当ブロック毎に残留者がいないか、確認を⾏うことが必要。

○

要配慮者利⽤施設では、利⽤者の避難誘導に⽀援が必要となる場合がある。利⽤状況
等から、どのような⽀援が必要となるか、あらかじめ把握しておくことが必要。
要配慮者利⽤施設は、利⽤者を規制範囲外等に避難誘導するだけでなく、利⽤者に配
慮した避難先や病院等を、市町村や⽕⼭防災協議会を通じてあらかじめ定めておくこ
とも必要。
学校や保育所、⾼齢者施設等、利⽤者の引渡しが必要な施設では、引渡し⽅法を事前
に定め、保護者等へ周知しておくことが必要。

○ ○

５ 情報伝達及び避難誘導
５．２ 噴⽕警戒レベルの引上げ等に対応した⽴⼊規制等により、避難が必要となった場合①

※凡例 A︓交通関係施設、B︓宿泊施設、C︓利⽤者が主に屋外で活動することが想定される施設
D︓その他、利⽤者が⽐較的短時間滞在する施設、E︓医療機関、F︓医療機関以外の要配慮者利⽤施設
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ポイント１ 避難確保計画作成上の留意点の整理
手引き（P29,33,34,40,41,47,56,57,67,68,74,79,80）

ポイント１ 避難確保計画作成上の留意点の整理
手引き（P29,33,34,40,41,47,56,57,67,68,74,79,80）

避難確保計画作成上の留意点の⼀覧（５／８）

参考

施設グループごとの留意事項
施設分類※

A B C D E F
ロープウェイや路線バス、鉄道等が運⾏中であった場合の安全な運⾏停⽌⽅法、乗客
への情報伝達等の対応をあらかじめ定めておくことが必要。
市町村等の要請により避難のために運⾏を継続し、避難が完了した時点で運⾏を停⽌
することも考えられる。

○

病院では、⼊院患者の⼀時帰宅のほか、特に重篤な患者に対しては、他の病院への転
搬送等の⼿続きも必要になることから、避難の準備に相応の時間を要する。このため、
避難の準備に要する時間や、搬送に必要な要員、避難⼿段等を考慮の上、必要なタイ
ミングを設定することが必要。特に避難に時間を要する患者に対しては、余裕を持っ
た準備期間を確保することも重要。

○

５ 情報伝達及び避難誘導
５．２ 噴⽕警戒レベルの引上げ等に対応した⽴⼊規制等により、避難が必要となった場合②

※凡例 A︓交通関係施設、B︓宿泊施設、C︓利⽤者が主に屋外で活動することが想定される施設
D︓その他、利⽤者が⽐較的短時間滞在する施設、E︓医療機関、F︓医療機関以外の要配慮者利⽤施設
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ポイント１ 避難確保計画作成上の留意点の整理
手引き（P29,33,34,40,41,47,56,57,67,68,74,79,80）

ポイント１ 避難確保計画作成上の留意点の整理
手引き（P29,33,34,40,41,47,56,57,67,68,74,79,80）

避難確保計画作成上の留意点の⼀覧（６／８）

参考

施設グループごとの留意事項
施設分類※

A B C D E F
宿泊者や⼊院者がいる施設等では、⽇中と夜間で利⽤者等の⼈数や防災体制が異なるため、それ
ぞれの時間帯の避難誘導⽅法についてあらかじめ定めておく。
また、宿泊者名簿や⼊院者名簿等がある場合、積極的に活⽤し、利⽤者等の状況把握に努める。

○ ○ ○

利⽤者が主に屋外で活動する施設については、情報班が放送設備等により、最寄りの建物等、⾝
を守るための場所への緊急退避を、広範囲にくまなく呼びかける。
施設のエリアが広い場合は、施設をブロック分けし、ブロック毎に、⾝を守るための場所をあら
かじめ定めておくことが望ましい。
迅速に誘導や退避者の状況把握ができるよう、ブロック毎に、避難誘導班の担当を決めておくこ
とも必要。

○

要配慮者利⽤施設では、利⽤者の避難誘導に⽀援が必要となる場合がある。利⽤状況等から、ど
のような⽀援が必要となるか、あらかじめ想定し、必要な対策を講じておくことが必要。
要配慮者利⽤施設は、利⽤者を規制範囲外等に避難誘導するだけでなく、利⽤者に配慮した避難
先や病院等を、市町村や⽕⼭防災協議会を通じてあらかじめ定めておくことも必要。

○ ○

ロープウェイや路線バス、鉄道等が運⾏中であった場合の安全な運⾏停⽌⽅法、乗客への情報伝
達、安全側の駅等までの誘導等の対応をあらかじめ定めておくことが必要。 ○

病院では、避難対応時の判断に要する時間等を最⼩限にするため、予め⼊院患者の院内搬送経路
を検討しておく。 ○

病院では、⼊院患者避難時の介助の必要度（独歩、護送、担送）に応じて、必要な職員数や求め
られる技術等を整理し、⼊院患者の状況に応じた搬送体制を確保する。 ○

５ 情報伝達及び避難誘導
５．３ 噴⽕警戒レベルの引上げ等が無く⽴⼊規制等が無い中で、突発的に噴⽕した場合
５．４ 事前に噴⽕警戒レベルが引き上げられないまま居住地域に影響を及ぼす噴⽕に⾄った場合

※下線部︓今回追記箇所
※凡例 A︓交通関係施設、B︓宿泊施設、C︓利⽤者が主に屋外で活動することが想定される施設

D︓その他、利⽤者が⽐較的短時間滞在する施設、E︓医療機関、F︓医療機関以外の要配慮者利⽤施設 7



ポイント１ 避難確保計画作成上の留意点の整理
手引き（P29,33,34,40,41,47,56,57,67,68,74,79,80）

ポイント１ 避難確保計画作成上の留意点の整理
手引き（P29,33,34,40,41,47,56,57,67,68,74,79,80）

避難確保計画作成上の留意点の⼀覧（７／８）

参考

施設グループごとの留意事項
施設分類※

A B C D E F

医療施設や福祉施設においては、資器材や備蓄品⽬の中に、担架や⾞いす、カルテの
バックアップデータ（紹介状、処⽅箋作成⽤）を記載し、その維持管理に努める。 ○ ○

６ 資器材の配備等

※凡例 A︓交通関係施設、B︓宿泊施設、C︓利⽤者が主に屋外で活動することが想定される施設
D︓その他、利⽤者が⽐較的短時間滞在する施設、E︓医療機関、F︓医療機関以外の要配慮者利⽤施設
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ポイント１ 避難確保計画作成上の留意点の整理
手引き（P29,33,34,40,41,47,56,57,67,68,74,79,80）

ポイント１ 避難確保計画作成上の留意点の整理
手引き（P29,33,34,40,41,47,56,57,67,68,74,79,80）

避難確保計画作成上の留意点の⼀覧（８／８）

参考

７ 防災教育及び訓練の実施、利⽤者等への周知・啓発

≪解説≫
・内閣府で作成した映像資料「避難促進施設の備え〜⽕⼭災害から利⽤者を守るために〜」についても積極的に活
⽤していくことが有効である。
・施設が⾏う研修・訓練の時期は、⼭開きの時期や⼈事異動の時期など、施設にとって適切な時期に実施する。
・従業員が多い施設においては、全員が参加する防災教育及び訓練の開催が困難な場合は、情報収集・伝達や避難
誘導などの⽬的別、また、施設内の棟やフロア単位で分けて開催するなど、できる限り負担のない開催⽅法につい
ても検討する。
・従業員が多い施設においては、作成・⾒直した避難確保計画を従業員に周知する際には、回覧のほか、庁内のイ
ントラネット等を活⽤するなど、効果的な周知⽅法を検討する。

9

※下線部︓今回追記箇所



ポイント２ 避難促進施設が参加した避難訓練の事例集の追加
手引き（P116～P119）

ポイント２ 避難促進施設が参加した避難訓練の事例集の追加
手引き（P116～P119）

 避難確保計画を作成した施設が単独、もしくは⽕⼭防災協議会を連携して⼀体的に⾏う避
難計画の事例を追加（新規）
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ポイント３ 市町村担当者が説明しやすいスライドフォーマットの作成
説明用スライドフォーマット

ポイント３ 市町村担当者が説明しやすいスライドフォーマットの作成
説明用スライドフォーマット

（ⅰ）避難確保計画の概要

（構成︓２３スライド）
１．避難確保計画の必要性
２．ハザードマップと避難計画の読み解き

（ⅲ）説明補助⽤付属スライド

（構成︓１０スライド）
・活動⽕⼭対策特別措置法の改正
・⽕⼭災害警戒地域
・避難促進施設となる施設について
・噴⽕警戒レベル（⽤語について）
・⽕⼭現象とその特性

（ⅱ）避難確保計画の具体的な記載要領

（構成︓２３スライド）
・作成ガイド・ひな形の選び⽅
・避難確保計画に記載する項⽬
・防災体制の記載例
・情報伝達及び避難誘導の記載例
・防災教育等の記載例 等

●各スライドの役割を明確化し、市町村担当者が施設管理者に説明しやすいスライドフォーマットに再構成

避難確保計画作成の必要性やハザードマップや
避難計画の読み解きなど、避難確保計画の作
成に必要となる最低限の内容を解説

避難確保計画に記載する事項や、作成上の留
意事項について解説（詳細は作成ガイドを参
照）

避難確保計画の作成にあたって知っておくべき背
景情報を解説

必須 作成ガイドと併⽤ 参考資料
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ポイント４－１ 施設職員や施設利用者が理解しやすい避難確保計画の作成①
ひな形（P２※）

ポイント４－１ 施設職員や施設利用者が理解しやすい避難確保計画の作成①
ひな形（P２※）
※⽕⼝周辺の単独施設版

火山現象の写真、
解説を記載

付された○印から、施設に影響がある
火山現象を一覧で確認可能

●２章「施設の置かれた状況」を再構成し、⽕⼭現象を説明する写真付きの表を追加し、表中に施設に
影響のある現象に「○」印をつける形式とした。
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ポイント４－２ 施設職員や施設利用者が理解しやすい避難確保計画の作成②
ひな形（P３※）

ポイント４－２ 施設職員や施設利用者が理解しやすい避難確保計画の作成②
ひな形（P３※）
※⽕⼝周辺の単独施設版

＜対応表（２章に追加）＞

規制範囲と施設の立地を作図する。

対応要領について記載。

（今回追加）

防災対応が必要となる場合とと
るべき対応との関係性を明示

 初めて避難確保計画を読む施設職員・施設利⽤者でも、施設の置かれた状況と防災対応
が必要となる場合にとるべき対応との関係性がわかりやすいよう、対応表をひな形に追
加した。

＜防災対応（５章）＞＜火山における施設
の位置（２章）＞

施設の置かれた状況（２章）
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ポイント５ 資料作成しやすい作成ガイドの改善
作成ガイド（P６※）

ポイント５ 資料作成しやすい作成ガイドの改善
作成ガイド（P６※）

※⽕⼝周辺の単独施設版

 特に警戒を要する⽕⼭現象として、⼤きな噴⽯の到達範囲（⽬安）、⽕砕流・⽕砕サー
ジ、融雪型⽕⼭泥流の速度について、⼿引きだけでなく、作成ガイドにも追記し、資料
作成時の参照を容易にした。

 ⼤規模施設で考えられる「情報班」、「避難誘導班」以外の役割として、「救護班」、
「記録班」等について追記した。

 規制範囲外への避難誘導後、避難計画において避難先の施設が明記されている場合には、
避難施設の情報を避難確保計画に反映することを追記した。

ポイント６ 大規模施設（従業員の多い施設）への対応
作成ガイド（P17※）

ポイント６ 大規模施設（従業員の多い施設）への対応
作成ガイド（P17※）

ポイント７ 避難誘導後の避難先施設の記載
作成ガイド（P24※）

ポイント７ 避難誘導後の避難先施設の記載
作成ガイド（P24※）
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